
委託契約における特命随意契約の結果について
(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による契約を除く)

案件名称 契約日 契約の相手方 契約金額（円）
随意契約理由
（根拠法令）

担当部署
（問合せ先）

神戸市イベント管理シス
テムサービス委託契約

R4.4.1
株式会社インタークエ
スト

1,611,852

本システムの構築業務の委託業者選定にあたっては、令和3
年度に見積もり合わせを実施し、最も安価な事業者に決定
している。この際、2年目以降の保守・運営についても予算
の成立をもってシステムの保守運用の委託を行う予定とし
ており、効率的な業務遂行ができる唯一の事業者であるた
め、当該事業者に委託する。
（地方自治法施行令第167条の2第1項2号に該当）

市長室広報戦略部
（℡: 078-322-5015）

神戸市HP・FAQ検索シス
テム運用・保守業務委託
契約

R4.4.1 株式会社エクレクト 4,577,760

本システムの構築業務の委託業者選定にあたっては、令和3
年度に公募型プロポーザルを実施し、選定委員会による審
査の上で当該事業者に決定している。この際、2年目以降の
保守・運営についても予算の成立をもってシステムの保守
運用の委託を行う予定としており、効率的な業務遂行がで
きる唯一の事業者であるため、当該事業者に委託する。
（地方自治法施行令第167条の2第1項2号に該当）

市長室広報戦略部
（℡: 078-322-5015）

神戸アーカイブ写真館運
営に係る業務委託

R4.4.1 長田ハナミズキ倶楽部 2,695,000

神戸市が所有する写真をアーカイブ化し、その写真データ
を公開・メディア等からの問い合わせに対応するための拠
点施設として、平成24年6月より、ふたば学舎内に「神戸
アーカイブ写真館」を設置している。このアーカイブ写真
館の運営にあたっては、市の保有する写真約17万点及び寄
贈写真約3万点と、市が所有していない年代･場所などの写
真を事業者が補完することで写真館運営を行う業務を委託
している。長田ハナミズキ倶楽部は、平成24年の開館以
来、長田コンベンション写真として団体が所有する10万点
以上の写真（年間1万点ほどの新規写真データ追加）を写真
館の機能として公開している。当該事業者が用意する写真
データは、市で所有する写真を補完するものであり、様々
なメディアからの問い合わせ・時代考証等に対応するアー
カイブ写真館の業務に必要不可欠であるため、これらの
データを用意できる長田ハナミズキ倶楽部は、確実に当該
業務を遂行できる唯一の委託先である。
（地方自治法施行令第167条の2第1項2号に該当）

市長室広報戦略部
（℡：078-322-5015）



委託契約における特命随意契約の結果について
(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による契約を除く)

神戸市ホームページ・
CMSの改修に係る業務委
託

R4.9.1
グローバルデザイン株
式会社

12,100,000

神戸市ホームページコンテンツ管理システム（CMS）はグ
ローバルデザイン株式会社の保有するシステムを改良して
構築された神戸市独自のシステムで、当該システム内には
ベンダーである同社が著作権を保有する部分がある。
また、構築後現在に至るまで、同社が保守・運用管理を
行っており、本業務は当該システムに精通した同社でなけ
れば契約目的を達成できないため、随意契約を行うもので
ある。
（地方自治法施行令第167条の2第1項2号に該当）

市長室広報戦略部
（℡：078-322-5015）

「広報紙KOBE」「区民
広報紙」の配布に関す
る委託契約

R4.4.1
一般社団法人　神戸市
婦人団体協議会

各回ごとに以下の
金額を支払う

(1)配布１部につき
６円50銭

但し，広報紙の合
計頁数（北区地域

情報紙は除く）
が，24頁以上にな
る場合は配布１部
につき９円とする
(2)事務費184,000

円
(3)北区地域情報紙
を広報紙とともに
北区内各世帯へ配
布したとき，配布
１部につき１円を

支払う
(4)消費税及び地方
消費税相当額とし
て前各号にかかる

10％の金額

広報紙は、市の取り組みなどの情報を市民に伝える重要な
広報媒体の一つであり、全世帯に確実かつ継続的に配布す
る必要がある。
地域住民で構成される各地区の単位婦人会は、日頃の地域
活動等を通じて、住戸の新築状況や空き家の状況等を把握
することが可能である。その単位婦人会で構成される神戸
市婦人団体協議会は、市内の広い地域を網羅しており、広
報紙を確実かつ継続的に配布することができる団体であ
る。
また、広報紙は単に配布するだけでなく、配布を通じて、
情報伝達・地域コミュニティ醸成・安全向上につなげてい
くことを期待している。神戸市婦人団体協議会は、日頃か
ら地域活動により、地域住民と顔の見える関係を築いてお
り、配布時の高齢者や子どもたちへの挨拶や声かけ等、地
域のまちづくりへの効果も大いに期待される。

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市長室広報戦略部
（℡：078-322-5013）

広報テレビ番組内におけ
る神戸市広報コーナー企
画制作及び放送業務委託
契約

R4.4.1
株式会社サンテレビ
ジョン

（上限額）
4,224,000
（内訳）

・１回あたり352,000

広報テレビ番組では、市の施策や取り組み、イベント情報
などを発信し、市政への理解を深めてもらうとともに神戸
の魅力やまちのにぎわいを高めることを目的としている。
サンテレビジョンは神戸市内に本社を置く唯一の地元密着
型のテレビ局であり、業務の遂行に必要な映像資料を多く
蓄積し、所有している。
また、市内に収録スタジオがあることから、番組制作に必
要な本市との打ち合わせや収録などを効率的に遂行するこ
とができるとともに、神戸を放送エリアとするテレビ局の
中では放送料（定価ベース）が最も安価である。
さらに、サンテレビジョンは、地域に密着した番組を制作
しており、市政や観光などに関する豊富な情報をより幅広
い世代の視聴者を対象に発信することができるテレビ局で
あり、テレビを活用したイベント情報の発信には最適であ
る。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市長室広報戦略部
（TEL：078-322-5085）



委託契約における特命随意契約の結果について
(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による契約を除く)

ラジオ番組「サンデー神
戸」制作・放送業務委託
契約

R4.4.1 株式会社ラジオ関西

（上限額）
10,668,900
（内訳）

・１本あたり201,300
・拡大時は30分ごとに

201,300

本業務は、観光やイベント情報だけを発信するのではな
く、市の施策や取り組み・市民の地域活動などを、パーソ
ナリティを通じてわかりやすくリスナーに伝えることで、
市民に神戸への愛着を深めていただくことを目的としてい
る。
ラジオ関西は、市内に本社を置く唯一の地元密着型ＡＭラ
ジオ局であり、番組制作業務において、限られた時間の中
で、本市との打ち合わせや現地取材など、柔軟で迅速な対
応が可能である。また、神戸を放送エリアとするＡＭラジ
オ局の中では、電波料（定価ベース）が最も安価である。
さらに、当番組「サンデー神戸」は長年継続して放送して
おり、地域に根ざした長寿番組でリスナーも定着してい
る。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市長室広報戦略部
（℡：078-322-5085）

不当要求行為に係る相
談・対応業務に係る委託
契約

R4.4.1 佐柳法律事務所

（１） 相談業務 30分あた
り￥5,000-/人

（２） 対応業務 30分あた
り￥7,500-/人

(支払時に採用単価に数量
等を乗じた額の10％の金額

を加算)

・佐柳氏は、法人を対象に、民事介入暴力対策に関する相
談と具体的な対応を日頃より実施している。また2008 年～
2012 年の間、兵庫県弁護士会民事介入暴力対策及び非弁取
締委員会委員長、日弁連民事介入暴力対策委員会委員長を
務めた。
・過去に、神戸市の不当要求行為に関する専門委員を務
め、本市が実施する「神戸市政の透明化推進及び公正な職
務執行確保に関する条例」に基づく取り組みにも精通して
いる。
・以上のことから、不当要求行為に対する法律の専門的知
識、神戸市の取り組みに熟知していることから、本業務に
ふさわしい弁護士であると判断したため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項2号に該当）

市長室広報戦略部
（℡: 078-322-5168）

神戸市代表電話交換業務
（本庁舎）のクラウド型
PBX 導入及び通話録音機
能等構築業務に係る委託
契約

R4.9.1

神戸市総合コールセン
ター等構築・運用業務
委託に係る共同企業体

代表者：株式会社ＮＴ
Ｔマーケティングアク
トＰｒｏＣＸ

4,987,400

本庁代表電話交換の構築・運用業務の委託業者選定にあ
たっては、令和元年度に総合評価一般競争入札を実施し、
選定委員会による審査の上で当該事業者に決定している。
本業務を実施するにあたっては、現行設備・システムとの
調整しながら構築し、また実施中の電話転送業務とあわせ
て運用する必要があり、それを遂行できる唯一の事業者で
あるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項2号に該当）

市長室広報戦略部
（℡: 078-322-5169）

法律相談業務の委託 R4.4.1 兵庫県弁護士会 27,010,500
内容が専門的で、相談に弁護士資格が必要であり、年間延
べ850名近い弁護士を安定的に配置するため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項２号に該当）

市長室
市民情報サービス課
（℡: 078-322-5175）


